
■現行計画の検証（旧野洲町）

法規制に基づく保全・育成

自然とふれあえる機能の整備・
充実

夕日ヶ丘の適切な指導・誘導

多自然型護岸整備

河川における親水性の確保

ため池の親水空間の整備

優良農地の保全

観光農園・貸し農園等の検討

法的な保存

公園・緑地機能の整備・充実

公的な保全

地域が主体となった維持・管理

都市公園の整備

都市公園の適正配置

公園の適正配置と改修

地域主体の維持・管理

道路緑化の推進とポケットパー
ク等の整備

特性を活かした公共施設の緑
化

小学校グランドの機能充実

周辺と調和した住宅緑化の促進
と維持管理の充実

工場緑化の指導・誘導

工場におけるオープンスペース
の確保誘導

既存施設の充実促進

幅広いニーズに対応できる公
園・緑化の適正配置

自然・歴史を活かした施設の整
備

自然的景観要素の保全

市街地における特色ある都市景
観の形成

周辺景観と調和した工場の緑化

緩衝帯となる緑の確保

■継続する施策
・緩衝緑地の維持管理

一体的な市街地整備と併せた
緑化

■見直しを検討する施策
・地域防災計画に位置付けられた施設の緑化⇒公共施設の効率
的な緑地と統合

1次的な避難地となるオープンス
ペースの確保

■継続する施策
・防災拠点における防災機能の充実

歩行者空間の充実
■見直しを検討する施策
・新規の道路緑化

施設を意識した道路緑化

河川を活かしたネットワーク形
成

ビオトープネット
ワークの形成

生態系に配慮した緑の保全・創
出

・準用河川東衹王井川の一部区間でかごマット工での施工を実施している。 ■見直しを検討する施策
・多自然型の護岸整備や河畔林の復元

旧街道のサイン計画

ポケットパーク等の整備

住民参加の体制・組織づくり

団体の育成

広報の充実

イベント等の開催

コンクール・表彰制度

緑化基金の創設

条例・要綱等の制定

緑地協定の締結促進

■継続する施策
・三上山風致地区等の指定継続と適切な指導
・保安林区域、自然公園区域の指定継続
・市環境条例による工場の緑化指導
・緑化重点地区の指定

■見直しを検討する施策
・旧街道のサイン計画
・新規のポケットパークの整備

緑をつなぐ

緑のネットワー
クの形成

旧街道のイメー
ジアップ

緑の輪をひろ
げる

改定計画への反映方針

■継続する施策
・優良農地の保全
・市街地内、又は市街地近隣農地の観光農園、貸し農園としての
活用

■継続する施策
・永原御殿跡の竹林等の管理
・永原御殿跡周辺の公園緑地化

■継続する施策
・保護樹、保護樹林の指定検討
・地域が主体となった維持管理

上位関連計画の位置づけ

・三上山については風致地区に指定しており、建築物等に対する指導を行って
いる他、トイレの管理や登山道の維持に取り組んでいる。
・自然公園区域、保安林区域は、滋賀県が維持・管理を行っている。その他の
森林については、森林法に基づいた保全や開発指導等を行っている。

・保存樹、保存樹林は、現時点では指定実績はない。
・新たな法指定や自然と触れ合える機能の整備・充実等は特に実施していな
い。

■継続する施策
・三上山風致地区等の指定継続と適切な指導
・保安林区域、自然公園区域の指定継続
・森林法による指導等
・三上山や希望ヶ丘公園周辺の保全、育成、レクリエーション機
能の充実
・辻ダム周辺における野洲公園の整備
・永原御殿跡の公園・緑地化
・保護樹、保護樹林の指定検討

■新規施策
・里山の保全と整備
・生産森林組合との連携による森林資源の有効活用
・景観重要樹木の指定検討

■見直しを検討する施策
・自然と触れ合える機能の充実

■継続する施策
・学校施設の緑化

■新規施策
・公共施設の率先的な緑化

■見直しを検討する施策
・新規の道路緑化

■継続する施策
・野洲川緑地、吉川緑地、家棟川緑地の維持・管理

■見直しを検討する施策
・新規の道路緑化

・道路緑化については、バリアフリー対応を優先しており、緑化スペースの確保
は実施していない。

・生態系に配慮した緑の保全・創出については、準用河川東衹王井川の一部
区間でかごマット工での施工している。

・旧街道のサイン計画は実施していない。

・背比べ地蔵前、野洲小学校前のポケットパークの整備を行った。

基本方針 基本的施策 施策の展開

田園環境の保
全・活用

誇るべき緑を受
け継ぐ

史跡の保存・活
用

鎮守の森の保
全

緑とふれあい、
緑を楽しむ

レクリエーショ
ン機能の充実

緑による景観
形成

緑でまちをまも
る

震災・火災に対
応する緑の確
保

避難地・避難路
の確保

これまでの取組み状況

・優良農地は、農業振興地域の整備に関する法律と多面的機能支払交付金
制度により対応している他、市内2箇所で市街地近隣を貸し農園として活用し
ている。

・野洲市開発行為等に関する指導要綱における緑化基準に基づき適切な指導
を行っている。建築協定については、相談等があった場合は適切な助言を
行っている。
・地区計画において、公園・緑地の整備方針や、かき・さく等について基準を設
けている。
・新規に開発される場合や、敷地拡充の際には市環境条例の緑化規定を適用
している。
・工場については、工場立地法に基づく指導を行っている。

・県立希望ヶ丘公園と県立近江富士花緑公園における施設について、多世代
のニーズに対応できる施設の充実ができていない。

・銅鐸の町の一環とした整備として桜生史跡公園・弥生の森歴史公園の整備
を実施している。

・風致地区内の建築物等に対する指導、自然公園条例、森林法による対応を
している。
・新規に開発される場合や、敷地拡充の際には市環境条例の緑化規定を適用
している。

・緑化重点地区の指定は行っていない。

暮らしの中に緑
をふやす

■都市マス
・大岩山古墳群等史跡や御上神社、大笹原神社、兵主神社、錦
織神社、永原御殿跡などの歴史的資源周辺の緑地の保全

■都市マス
・道路緑化や工場外周部の緑化推進

■景観計画
・敷地の緑化、敷地内樹木の保全

住宅地・工場の
緑化促進

道路・公共施設
の緑化推進

かけがえのな
い緑を守り育て

る

拠点となる公園
の整備推進

・都市公園については、特に新規整備は実施していない。また、地区公園への
格上げ等の見直しについても実施していない。

身近な公園・緑
地の整備推進

・都市公園については、特に新規整備は実施していない。

・各自治会が地域ふれあい公園の維持管理を行っている。

森林環境の保
全・育成

水辺環境の保
全・創出

・自然環境に配慮した護岸等の整備に関しては、準用河川東衹王井川の一部
区間でかごマット工での施工を実施しているが、維持管理面での問題、近年の
集中豪雨等による災害対策の観点から、河道内の浚渫や伐木の要望が多く、
堤防についても伐木や除草等の強い要望があり、治水安全上、河川の緑化や
河畔林の復元、堤防の緑化等は実施していない。
・その他、堤防の強化や河道内に堆積した土砂の撤去等を実施している。
・野洲河川公園、野洲川ふれあい広場の管理を行っている。野洲河川公園、
野洲川ふれあい広場以外の区域内は河川管理者（国）により保全が行われて
いる。
・家棟川緑地は河川管理者（県）により保全が行われている。
・日野川については、改修事業が実施されており、この事業の中で植生が復元
しやすい護岸整備も進められている他、日野川の森創出プロジェクト植樹会を
毎年開催し、緑の担保を行っている。

・ため池については、農業用ため池として整備され利水されているが、親水空
間整備としての整備は実施していない。

■総計
・多自然型の整備手法などを取り入れた河川改修、多様な生態
系がはぐくまれる空間となるような水田・農業排水路などの整備

■都市マス
・野洲川緑地、吉川緑地、家棟川緑地の維持・管理
・河川における自然に配慮した整備

■環境基本計画
・多自然型の川づくり
・野洲川河辺の森林保全と市民による森づくりの支援

■総計
・地域住民との協働による鎮守の森の保全

■都市マス
・三上山、希望が文化公園等の丘陵地の保全・育成、レクリエー
ション機能の充実
・三上山の風致地区、自然公園、保安林等による保全
・辻ダム周辺における野洲公園の整備
・永原御殿跡の史跡指定と公園・緑地化
・寺社林や民有地の樹林地の、地域住民の協力による適切な維
持・管理
・風致地区内における指導・誘導
・市南部の里山の保全

■環境基本計画
・里山の整備
・生産森林組合との連携による森林資源の有効活用

■景観計画
・景観重要樹木の指定

■継続する施策
・野洲川緑地、吉川緑地、家棟川緑地の維持・管理

■見直しを検討する施策
・多自然型の護岸整備や河畔林の復元
・ため池の親水空間の整備

住民参加の促
進

・滋賀県緑化推進会に加盟しており、緑化推進会作成のパンフレット等資料を
配布しているが、助成制度の充実、緑化センターの設置、緑化推進協議会の
設置等は行っていない。
・地域ふれあい公園は、地元自治会主体で維持管理を行っている。
・環境基本計画の推進母体である「えこっち・やす」の自然に関する部会におい
て、所属する会員が自然に関する知識、経験を保有できるよう育成している。
・緑の少年団育成強化事業に対し市から補助金を交付している。

■総計
・年少期から緑に親しむ機会を設けるなど、緑化意識の醸成

■環境基本計画
・環境学習の支援、情報共有、専門家等によるアドバイス、CSR
の紹介等による自発的活動の誘導・促進

■継続する施策
・自治会による地域ふれあい公園の維持管理
・パンフレットやガイドラインなどの配布
・県の緑化推進協議会との連携
・「えこっち・やす」等を通じた自然教育
・緑の少年団への支援による団体の育成

■新規施策
・住民参加等による公園づくり
・専門家等によるアドバイス、CSRの紹介等による自発的活動の
誘導・促進

■見直しを検討する施策
・助成制度やセンターの設置

■継続する施策
・都市公園の整備
・地域主体の維持管理

■新規施策
・長期未整備都市計画公園の見直し
・既存都市公園の再編
・地域ふれあい公園の見直し

■見直しを検討する施策
・富田経田公園の整備
・大篠原公園の地区公園化
・その他主要古墳群の公園化

■総計
・公共施設等での率先的な緑化推進

■都市マス
・道路緑化や工場外周部の緑化推進

■環境基本
・公共施設の緑地保全

・県立希望ヶ丘公園や野洲川河川公園について、防災拠点として位置づけた
が、防災機能を充実させるところまでは実施していない。

・歩行者空間の充実については、県道野洲停車場線でのバリアフリー化工事
等に取り組んでいる。

・現時点では保護樹、保護樹林の指定実績はない。

・地元自治会単位で社寺林の維持管理を行っている。

・令和2年3月に、永原御殿跡が国史跡に指定され、竹木伐採・整理・処分・除
草等を実施している。
・弥生の森歴史公園、その他主要古墳群の公園化については、史跡大岩山古
墳群の整備は完了している。

・歩行者の安全性やバリアフリーの観点から、緑化スペースを確保することは
現実的には困難であり、道路の緑化は実施していない。

・教育施設については、周囲からの景観・遮蔽に配慮した緑化とともに、特に
身近な自然が体験できる樹林等を配置している他、生態系の観察等を通じて
児童・生徒が自然の大切さを理解できる緑化が施設敷地内に存在する。

・下の川原緑地・下の新田緑地等の緩衝緑地について維持管理を実施してい
る。

・地域防災計画に避難地等として位置づけられた施設の緑化は実施していな
い。

■総計
・身近な公園・広場・緑地の保全や計画的な整備
・地域住民や市民団体などと連携した公園・広場の管理・美化

■都市マス
・既成市街地や郊外の集落地における広場等の整備・充実
・新たに整備する住宅地を中心にした公園の整備
・市街地における高齢者や障がい者、幼児・児童等の世代を超え
た交流の場となる公園や緑地の整備
・富波経田総合運動公園の整備
・野洲川歴史公園の維持・管理
・野洲川河川公園の整備・充実

■環境基本
・河川緑地、農村公園、児童遊園などの緑地保全と植樹、花壇整
備

■継続する施策
・開発指導要綱による指導
・建築協定、地区計画等による緑化助言

■新規施策
・公共施設の率先的な緑化

■継続する施策
・都市公園の整備
希望ヶ丘公園の施設充実

■見直しを検討する施策
・自然・歴史を活かした施設の整備（整備済みのため）

緑化に対する
支援

・市役所、自治会・企業等に対する緑の募金協力を行っている。
・野洲市開発行為等に関する指導要綱における緑化基準に基づく指導、建築
協定に関する相談への助言、地区計画における公園・緑地の整備方針、かき・
さく等に関する基準設定等を行っている。

■総計
・民間開発事業における緑地面積の確保

■継続する施策
・緑の募金協力の実施
・開発指導要綱による適切な指導
・建築協定、地区計画等の助言

■新規施策
・条例に基づく緑化指導
・緑化協定の締結

緑化意識の高
揚

自治会・企業への緑の募金リーフレットの配布、緑化功労者の表彰等を実施し
ている。
環境基本計画推進会議と共同での剪定技術講習会、ふれあいの森・漁民の
森づくり事業としての植林事業、環境基本計画推進会議と共同での自然観察
会等を実施している。
滋賀県緑化推進会による、緑化推進に関するポスター、写真、作文募集と表
彰・展示、記念樹や苗木・花の種の配布等を実施している。

■環境基本計画
・エコスクールの推進、市民・事業者・団体と連携した環境学習の
充実
・イベントの開催
・生き物観察会やエコ遊覧

■継続する施策
・リーフレットの配布など広報の充実
・自然観察会、講習会、エコ遊覧などの実施
・滋賀県と連携した緑化推進に関するポスター、写真、作文募集
など
・滋賀県と連携した苗木、花の配布
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■現行計画の検証（旧中主町）

琵琶湖の保全

琵琶湖岸の緑地保全

河川環境の保全

農業の振興と農地の保全

用排水路の親水空間整備

兵主神社社叢林の保全

社寺林の保全

保護樹林・樹林制度の推進

琵琶湖岸の緑地整備

ビオトープの整備

吉川緑地の整備

（仮称）須原沼公園の整備

近隣公園の整備

歴史公園の整備

家棟川緑地の整備

（仮称）交流拠点施設等の整備

江口川水環境の整備

児童遊園地・広場の整備

ポケットパークの整備

集落内水路の親水空間整備

琵琶湖岸付近の修景緑化

神社・寺院周辺の緑化

町役場・豊積の里総合センター
周辺の緑化

あやめの普及

公共施設・学校の緑化

道路緑化

河川・水路沿いの緑化

集落内の空間緑化

工業用地の緑化指導

近隣景観形成協定の活用

地区計画制度の活用

苗木・緑化資材の配布

花いっぱい運動の推進

地域組織・地域活動の活用

豊積千本ざくらまちづくり緑化事
業の推進

広報活動の実施

みどりの少年団活動の推進

■継続する施策
・琵琶湖岸の緑地の維持管理
・家棟川河口部におけるビオトープの管理

■新規施策
・湖岸におけるヨシ群落の保全

■見直しを検討する施策
・多自然型の護岸整備や河畔林の復元

■継続する施策
・都市公園の整備
・吉川緑地、家棟川緑地、江口川水環境の維持管理

■見直しを検討する施策
（仮称）交流拠点施設等の整備

■継続する施策
・都市公園の整備
・集落内水路等での親水空間整備

■新規施策
・長期未整備都市計画公園の見直し
・既存都市公園の再編
・地域ふれあい公園の見直し

■継続する施策
・琵琶湖国定公園の保全
・ビワコマイアミランド内の緑地の保全
・保護樹、保護樹林の指定検討

■新規施策
・景観重要樹木の指定検討

■見直しを検討する施策
・旧役場、豊積の里総合センター周辺の重点緑化
・あやめの普及

■継続する施策
・開発指導要綱による指導
・建築協定、地区計画等による緑化助言
・学校施設の緑化
・野洲市工場立地法準則条例による指導

■新規施策
・公共施設の率先的な緑化
・条例に基づく緑化指導
・緑化協定の締結

緑の普及啓発

住民参加の緑
化

■継続する施策
・リーフレットの配布など広報の充実
・「えこっち・やす」等を通じた自然教育
・緑の少年団への支援による団体の育成

■継続する施策
・地域主体の維持管理

■見直しを検討する施策
・千本ざくらまちり緑化事業
・花いっぱい運動

■総計
・身近な公園・広場・緑地の保全や計画的な整備

■都市マス
・既成市街地や郊外の集落地における広場等の整備・充実
・新たに整備する住宅地を中心にした公園の整備
・市街地における高齢者や障がい者、幼児・児童等の世代を超え
た交流の場となる公園や緑地の整備

■継続する施策
・近隣景観形成協定の活用
・地区計画制度の活用
・滋賀県と連携した緑化推進活動

■見直しを検討する施策
・ブロック塀の生け垣化

民間住宅の緑
化

身近な地域の
緑化

街区公園の整備

施策の展開

緑の拠点の整
備

身近な緑地の
整備親しみのある緑

をつくる

中主らしい緑を
守る

町を特徴付ける
緑化

社寺林の保全

琵琶湖岸の緑
地整備

住民と共に緑を
育てる

水辺環境の保
全

田園環境の保
全

改定計画への反映方針

・新規工業団地内への中央公園の整備は完了している。
・六条地先の川で魚類の育成やプランター等を設置し緑化活動に取り組んでい
る。

・琵琶湖国定公園や琵琶湖畔のクロマツの保全、ビワコマイアミランド内の緑地
の保全等は国と県が対応している。
・江口川、比江あやめ池、さざなみホール等においてあやめの緑化活動を行っ
た。

・保護樹等の指定はない。
・さざなみホール敷地内の緑化整備を実施したが、北部合同庁舎周辺について
は、導入費用、維持管理費用等を考慮すると現状以上の緑化は困難なため実
施していない。

・教育施設については、周囲からの景観・遮蔽に配慮した緑化とともに、特に身
近な自然が体験できる樹林等を配置している他、生態系の観察等を通じて児
童・生徒が自然の大切さを理解できる緑化が施設敷地内に存在する。
・野洲市開発行為等に関する指導要綱における指導、建築協定についての相
談等があった場合の助言、地区計画における公園・緑地の整備方針や、かき・
さく等について基準設定、野洲市生活環境を守り育てる条例による緑化規定に
よる指導、工場立地法による指導等に取り組んでいる。

・歩行者の安全性やバリアフリーの観点から、緑化スペースを確保することは現
実的には困難であり、道路の緑化は実施していない。

これまでの取組み状況

・琵琶湖国定公園の管理や琵琶湖畔のクロマツは県が対応しており、ビワコマ
イアミランド内の緑地は、野洲市湖岸開発により適正に保全されている。
・吉川緑地は、県による整備が完了している。

・農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律と多面的機能支払交付金
制度により対応している。また、須原地先において農業用水路や田んぼを利用
した魚のゆりかご水田プロジェクトが行われている。

・森林は、森林法に基づいて管理を実施している。
・兵主神社の社寺林は、保存活用計画を策定して保全・維持管理方法等につい
て検討する予定である。市指定苗村氏庭園についても保全・管理を検討する予
定。

■継続する施策
・琵琶湖国定公園の保全
・ビワコマイアミランド内の緑地の保全
・吉川緑地、家棟川緑地の維持・管理

■新規施策
・湖岸におけるヨシ群落の保全

■見直しを検討する施策
・多自然型の護岸整備や河畔林の復元

■継続する施策
・兵主神社社寺林の保全
・保護樹、保護樹林の指定検討

■新規施策
・（仮称）兵主神社庭園保存活用計画の策定と境内林の保全、適
切な維持管理
・景観重要樹木の指定検討

■継続する施策
・優良農地の保全
・多様な生態系がはぐくまれる空間となるような水田・農業排水路
などの整備

基本方針 基本的施策

・近隣景観形成協定は、11地区の活用事例あるが、県内での活用事例が減少
傾向にあることから、滋賀県において活用促進に向けた制度改善を検討されて
いる。
・地区計画における公園・緑地の整備方針や、かき・さく等について基準設置、
県の緑化推進事業による緑化等に取り組んでいる。

・ブロック塀の生垣化は実施していない。

・各自治会が地域ふれあい公園の維持管理を行っている。

・花いっぱい運動の推進、豊積千本ざくらまつり緑化事業の推進は実施してい
ない。

・自治会・企業への緑の募金リーフレットの配布、緑化功労者の表彰等を実施し
ている。
・緑の少年団の活動につき、市から補助金を交付している。

上位関連計画の位置づけ

■総計
・多自然型の整備手法などを取り入れた河川改修、多様な生態系
がはぐくまれる空間となるような水田・農業排水路などの整備

■都市マス
・野洲川緑地、吉川緑地、家棟川緑地の維持・管理
・河川における自然に配慮した整備
・ビワコマイアミランド、マイアミ浜オートキャンプ場の維持・管理
・琵琶湖岸一帯の景観資源の保全

■環境基本計画
・多自然型の川づくり
・湖岸におけるヨシ群落の再生

■都市マス
・大岩山古墳群等史跡や御上神社、大笹原神社、兵主神社、錦織
神社、永原御殿跡などの歴史的資源周辺の緑地の保全

■総計
・多自然型の整備手法などを取り入れた河川改修、多様な生態系
がはぐくまれる空間となるような水田・農業排水路などの整備

■都市マス
・河川における自然に配慮した整備
・ビワコマイアミランド、マイアミ浜オートキャンプ場の維持・管理

■環境基本計画
・多自然型の川づくり
・湖岸におけるヨシ群落の再生

■都市マス
・吉川緑地の維持管理
・家棟川緑地の維持管理

■都市マス
・ビワコマイアミランドの維持・管理
・寺社林や民有地の樹林地の、地域住民の協力による適切な維
持・管理

■総計
・公共施設等での率先的な緑化推進
・民間開発事業における緑地面積の確保

■都市マス
・道路緑化の推進
・工場外周部の緑化推進

■環境基本
・公共施設の緑地保全

■総計
・年少期から緑に親しむ機会を設けるなど、緑化意識の醸成

■環境基本計画
・環境学習の支援、情報共有、専門家等によるアドバイス、CSRの
紹介等による自発的活動の誘導・促進

・ビワコマイアミランド内の緑地保全は県が対応している。
・家棟川河口部における内湖型ビオトープの復元については、国が整備し県が
管理している。

・吉川緑地、家棟川緑地は整備が完了している。（仮称）須原沼公園も、蓮池の
里多目的公園として供用中である。江口川水環境の整備も完了している。

・県の琵琶湖リゾートネックレス構想の中で計画されたが、交流拠点整備につい
ては実施予定はない。


